
様式第2号

（公　印　省　略）

　上記について、下記により見積合わせを行ますので入札心得書等を熟読のうえ提出して下さい。

実施しません。

１）様　式　等

２）提出方法

３）提出期限 まで

４）提  出  先 独立行政法人水資源機構　豊川用水総合管理所　　

TEL　 ０５３２－５４－６５０２ FAX　 ０５３２－５４－６５１７

メールアドレス：　nyukei_toyogawa@water.go.jp

５）担当者

６）質 問 書 まで

提出期限

７）見積回数 ２回を限度とする。

８）そ  の  他

くじの方法は、別添「くじの方法」のとおりとします。

３）最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。

なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合
の再度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出の
期限は令和8年7月3日 12:00 までとします。

①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を見積書に記載
してください。

②見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはでき
ません。また、見積者は見積り誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの無効を
主張することはできません。

見積結果については、契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出期限
の翌日（翌日が休日となる場合には休日でない直後の日）までに通知します。

１）契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額
　（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とします。

12:00

令 和 8 年 6 月 30 日

２）請負代金の支払いについては、履行確認後の一括支払となります。

別添、仕様書等のとおり

無し

12:00

見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び
氏名（法人の場合は、法人名及びその代表者名）を記載し、代表者の印章を押印さ
れたものに限ります。ただし、押印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を
明記することで省略することができます。

なお、ＦＡＸ又は電子メールに拠りがたい場合は、持参又は郵送（一般書留、簡易書
留、その他配達の記録が残る方法に限る。）による。

ＦＡＸ又は電子メールによる。（※ＦＡＸ番号は、４）に記載された番号）

独立行政法人水資源機構　豊川用水総合管理所　経理課　鈴木　

※質問の回答については、提出期限の翌日12:00までにHPに掲載します。

4 見 積 結 果

5 そ の 他

令 和 8 年 7 月 2 日

愛知県田原市山田町立花口地内外

豊川用水二期東部幹線併設水路伊川津工区除草作業 （オープンカウンタ方式による）

豊川用水総合管理所　所長　　山本　政彦

見　　積　　依　　頼　　書

1 件 名

2 施 行 場 所

豊 経 第 84 号

令 和 8 年 6 月 26 日

独立行政法人水資源機構分任契約職

工 期

見積参加要件

4 内 容 等

記　

1 現 場 説 明

3 見 積 書 等

2

契約締結の翌日から令和８年11月15日まで3



独立行政法人水資源機構分任契約職

豊川用水総合管理所長　山本　政彦　殿

住　　　所

会　社　名

代表者氏名

（連絡先）

担当部署名：

担　当　者：

電話番号：

ＦＡＸ番号：

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

◆くじ用数値

見積依頼書等の交付受領書

令和8年6月26日に交付された「豊川用水二期東部幹線併設水路伊川津工区除草

作業」の見積依頼書等を受領しました。

令和　　年　　月　　日

　「くじ用数値」を記載いただくのは、最低価格者が複数となった場合に契約の相手方
を決定するためです。詳細は、「くじの方法」をご覧ください。
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独立行政法人 水資源機構 
 

豊川用水総合管理所 
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第１章 総則 

第１節 適用 

１－１ 適用 

１．この仕様書は、豊川用水二期東部幹線併設水路伊川津工区除草作業（以下「本工

事」という。）に適用する。 

 

第２節 工事場所 

２－１ 工事場所 

愛知県田原市山田町立花口地内外 

２－２ 工事概要 

本作業は、機構借地箇所について、除草作業を行うものである。 

 

第３節 履行期間 

履行期間は、雨天、休日等を見込み、契約締結の翌日から11月15日までとする。 

なお、休日等には、日曜日、祝日、夏期休暇のほか、履行期間内の全土曜日を含ん

でいる。 

 

第４節 施工計画書 

４－１ 施工計画書の作成 

受注者は、作業着手前に作業手順等を記載した施工計画書を機構職員に提出しな

ければならない。受注者は、施工計画書を遵守のうえ作業にあたらなければならな

い。なお、施工方法を変更した場合は、変更施工計画書を提出しなければならない。 

 

４－２ 施工計画書の記載事項 

施工計画書に記載事項は以下のとおりとする。また、機構職員が補足を求めた場合

は、追記するものとする。 

（1） 作業方法及び時期 

（2） 緊急時の連絡体制 

（3） その他 

 

第５節 工事書類の作成 

１. 本工事における書類の提出方法は、原則として紙媒体によるものとする。ただ

し、紙媒体で納品するまでの情報のやり取りは積極的にメール等を活用するもの

とする。 

 

第６節 現場技術員等 

１. 本工事の実施に当たり、監督の補助業務を別途、現場技術員（以下「技術員」と

いう。）に付するため、受注者は次の各号によらなければならない。 

（1） 技術員が、現場技術員が機構職員に代わり現場に臨場し、立会等を行う場合

には、その業務に協力しなければならない。また、書類（計画書、報告書、デ

ータ、図面等）の提出に際し、説明を求められた場合はこれに応じなければな

らない。 

（2） 技術員は、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないもので

ある。ただし、機構職員から受注者に対する指示または通知等を技術員を通じ

て行うことがある。 
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 また、受注者が機構職員に対して行う報告または通知は、技術員を通じて行

うことができるものとする。 

２．本工事を担当させる技術員の氏名は、機構職員が別途通知する。 

 

第７節 設計変更等 

設計変更等の具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変

更ガイドライン（総合版）」（独立行政法人水資源機構令和８年３月）に準拠するも

のとする。 

 

第８節 除草作業中の安全確保 

８－１  除草作業中における安全確保 

除草作業中に安全管理上の処置が不適切であった場合は、発注者は労働災害に対

する安全管理上の改善命令等を行い、履行報告書の提出を求めることがある。 

 

８－２ 重点的安全対策 

１．除草作業にあたっては、機構で組織する中央安全協議会が定める「重点的安全対

策」について留意し、事故の防止を図らなければならない。 

なお、令和８年度における「重点的安全対策」の項目は以下の３項目である。 

Ⅰ．建設機械の稼働に関連した人身事故防止 

Ⅱ．転落・墜落による人身事故防止 

Ⅲ．架空線、埋設管等の損傷事故防止 

２．受注者は、施工計画書を立案する際に、現場状況等を事前に確認し、現場条件・

工事内容等に即した安全管理を検討するとともに、重点的安全対策の具体的な実

施方法を施工計画書に明記するものとする。 

 

８－３ 刈払機を使用する除草作業における安全対策 

受注者は、刈払機を使用する除草作業を行う場合は、「草刈機運転作業安全基準

（平成27年7月）」（独立行政法人水資源機構）を適用するものとする。 

 

第９節 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

１．受注者において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを

拒否すること。 

また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要

な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とす

る。 

２．１．により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内

容を記載した書面により発注者に報告すること。 

３．１．及び２．の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じ

ることがある。  

 

第10節 建設副産物等 

10－１  建設副産物の搬出 

１．本工事において発生する建設副産物（刈草）は、下表に従い搬出するものとする。 

なお、処理施設については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するもので

はないことから、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象と

しない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項につ
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いては監督員と協議のうえ、設計変更の対象とすることができる。 

 

建設副産物 
搬出先 

区 分 

積算上の条件明示 

受入れ場所 
受入期間及び 

受入時間 

その他の 

受入条件 

片道運搬 

距離 

受 入 費 用

（税抜き） 

刈草 

 

ごみ処

理施設 

赤羽根環境セ

ンター： 

愛知県田原市

赤羽根町西山

町地内 

8:30～12:00、 

13:00～16:30 

月曜日及び休

日（祝日）、年

末年始を除く 

・田原市内の

ごみのみ 

・分別作業を

搬入側の責任

において行う

こと 

 

工事数量

総括表に

記載 

13,636円/t 

 

 

 

第11節 疑義等 

受注者は、仕様書及び図面に明記されていない事項又は仕様書及び図面に疑義が

生じた場合は、速やかに機構職員と協議するものとする。 

 

第２章 除草工 

第１節 除草場所及び除草時期 

１．除草場所については図面のとおりである。地元及び関係機関との調整等によ

り、機構職員が必要と認めた場合には除草場所の変更を指示する場合がある。こ

の場合は設計変更協議の対象とする。 

２．除草時期については、原則として７月に１回、１０月に１回の計２回とする。

これに寄り難い場合、又は、関係者との調整結果により除草時期及び回数を変更

する場合は、協議するものとする。 
  除草作業日時について、事前に機構職員と調整すること。 

 
第２節 施工方法 

２‐１ 除草作業 

（1）山田側の借地内の除草作業については、法面除草範囲を肩掛け式刈払機等

で刈った後に、トラクター（ロータリー付）等により30cm程度の耕起による

ものとする。この方法で除草を行った範囲については、刈草と表土が混ざっ

た状態となるため、刈草の運搬処分は行わないものとする。 

（2）工事用進入路の借地内の除草作業については、肩掛け式刈払機等によるも

のとする。刈草については、建設副産物として適正に処理するものとする。 

（3）施工場所追加を指示した場合は、施工方法についても指示するものとす

る。 

 

第３節 立会による確認 

受注者は、下記の事項について機構職員または技術員の立会による確認を受けなけ

ればならない。この際、受注者は、種別、細別、立会項目等を事前に機構職員へ書面

により提出しなければならない。 

ただし、機構職員に通知後、機構職員が立会に代わる他の方法を指示した場合は、

この限りではない。 
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工  種 項  目 立会する工事内容 備  考 

除草工  作業前、作業完了  

 

第４節 報告書の提出 

１．受注者は、次の報告書を提出するものとする。 

（1）紙ファイル（市販品）又は電子データ 1 式（1 部） 

 

２．報告書に記載事項は以下のとおりとする。 
（1）作業範囲図 

（2）作業状況写真 

（3）業務関係書類(打合せ簿等) 

 

以 上  



工 事 名

工   事   数   量   総   括   表

豊川用水二期東部幹線併設水路伊川津工区除草作業

                 独立行政法人 水資源機構

                      豊川用水総合管理所

- 1 -



数量増減数量（前回）単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要

工事名

数量（今回）

工事数量総括表

豊川用水二期東部幹線併設水路伊川津工区除草作業 ( 当    初 )

河川維持

式         1    

　除草工

　

　 式         1    

　　除草作業

　　

　　 式         1    

　　　除草　山田側　肩掛式

　　　

　　　  ｍ２        80    

　　　除草　山田側　トラクター耕起

　　　

　　　  ｍ２     6,800    

　　　除草　工事用進入路　肩掛

　　　

　　　  ｍ２     1,600    

　　　除草　工事用進入路　積込・荷卸

　　　

　　　  ｍ２     1,600    

　　　除草　工事用進入路　運搬

　　　

　　　

L＝11.0km以下

 ｍ２     1,600    

　　　除草　工事用進入路　刈草処分

　　　

　　　 ｔ         1.55 

直接工事費

式         1    

共通仮設費

式         1    

                 独立行政法人 水資源機構- 1 -



数量増減数量（前回）単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要

工事名

数量（今回）

工事数量総括表

豊川用水二期東部幹線併設水路伊川津工区除草作業 ( 当    初 )

　共通仮設費

　

　 式         1    

　　営繕費

　　

　　 式         1    

　共通仮設費（率計上）

　

　 式         1    

純工事費

式         1    

　現場管理費

　

　 式         1    

工事原価

式         1    

　一般管理費等

　

　 式         1    

工事価格

式         1    

消費税相当額

式         1    

工事費計

式         1    

                 独立行政法人 水資源機構- 2 -
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参考図　工事用進入路　除草作業範囲図

  

独立行政法人 水資源機構　豊川用水総合管理所

参考図　工事用進入路　除草作業範囲図 名 称

登録番号 整理番号

業務名

：除草範囲

S=1:400 1.適用

  この図面は、豊川用水二期東部幹線併設水路

  伊川津工区除草作業の参考図　工事用進入路　

2.単位

　測点、標高は m単位で示し、構造寸法は特に

　示さない限りmm単位で示す。

注意事項

  除草作業範囲図に適用する。

施工範囲

合計 800m2

参-0003



工 事 名 豊川用水二期東部幹線併設水路伊川津工区除草作業

見  積  参  考  資  料

                 独立行政法人 水資源機構

                      豊川用水総合管理所

  この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第１
条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、
受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成
するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
  なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

- 1 -



参   考   事   項

工事区分・工種・種別・細別・積算要素

工事名 工種区分

単位

規格

名称

単  位 数量の増減数量(前回） 数量(今回）

見積参考資料

豊川用水二期東部幹線併設水路伊川津工区除草作業 (  当   初  ) 河川維持工事

河川維持

式         1    

数量

　除草工

　

式         1    

　　除草作業

　　

式         1    

　　　除草　山田側　肩掛式

　　　

 ｍ２        80    

＜       1    ｍ２当り＞

除草

　除草機種=肩掛式(ｶｯﾀ径255mm); 飛散防止措置=無し

　; 

 ｍ２         1    

　　　除草　山田側　トラクター耕起

　　　

 ｍ２     6,800    

＜       1    ｍ２当り＞

耕地復旧(耕起)

　石礫等の除去の有無=無; 

 ｍ２         1    

　　　除草　工事用進入路　肩掛

　　　

 ｍ２     1,600    

＜       1    ｍ２当り＞

除草

　除草機種=肩掛式(ｶｯﾀ径255mm); 飛散防止措置=無し

　; 

 ｍ２         1    

　　　除草　工事用進入路　積込・荷卸

　　　

 ｍ２     1,600    

＜       1    ｍ２当り＞

積込・荷卸

　機種=ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級)(梱包

　無し); 

 ｍ２         1    

　　　除草　工事用進入路　運搬

　　　

L＝11.0km以下

 ｍ２     1,600    

＜       1    ｍ２当り＞

運搬（堤防除草）

　運搬機械=ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級);

　 梱包の有無=梱包無し; DID区間の有無=無し; 運搬

　距離(片道･梱包無･DID区間無)=11.0km以下; 費用の

　内訳=全ての費用; 

 ｍ２         1    

                 独立行政法人 水資源機構- 1 -



参   考   事   項

工事区分・工種・種別・細別・積算要素

工事名 工種区分

単位

規格

名称

単  位 数量の増減数量(前回） 数量(今回）

見積参考資料

豊川用水二期東部幹線併設水路伊川津工区除草作業 (  当   初  ) 河川維持工事

　　　除草　工事用進入路　刈草処分

　　　

ｔ         1.55 

＜       1    ｔ当り＞

処分費（ｔ） ｔ         1    

数量

直接工事費

式         1    

共通仮設費

式         1    

　共通仮設費

　

式         1    

　　営繕費

　　

式         1    

　共通仮設費（率計上）

　

式         1    

純工事費

式         1    

　現場管理費

　

式         1    

工事原価

式         1    

　一般管理費等

　

式         1    
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参   考   事   項

工事区分・工種・種別・細別・積算要素

工事名 工種区分

単位

規格

名称

単  位 数量の増減数量(前回） 数量(今回）

見積参考資料

豊川用水二期東部幹線併設水路伊川津工区除草作業 (  当   初  ) 河川維持工事

工事価格

式         1    

数量

消費税相当額

式         1    

工事費計

式         1    

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかか

る経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の

事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用

等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等

の一部として率計上している。
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123+4=127 

 
127÷2 者=63  余り  

1 

・余り「1」とくじ用順位「1」が合致する、 
△△組  が契約の相手方となる。 

別 添 
 

く じ の 方 法 

 
今回の見積徴取に際して、最低金額を提出した見積者（以下「同価格者」という。）が複数 あっ
た場合、以下の方法により、契約の相手方を決定します。 

 

１．くじの方法について 同価格者の「くじ用数値」の合計を同価格者数で除算し、余りの数値と「く

じ用順位」が一致 
する者を、契約の相手方とします。 

 

２．くじ用数値について 

１）「くじ用数値」とは、見積書を提出される方が、任意に決定していただく「０：ゼロ」から「９９ 

９」の３桁の整数とします。なお、数値の記載等がない場合は「０：ゼロ」として取り扱わせてい 
ただきます。 

２）「くじ用数値」の機構へ対しての通知方法は、機構から送信（ＦＡＸ）した見積依頼書の受 
信確認を機構に対して返信（ＦＡＸ）する際に記載してください。この場合、機構から特に受信 
確認に用いる様式の指定がない場合は、通信欄などに下記のように記載してください。 

記載例） くじ用数値  
※数字は、明確に記載してください。 

 

 

３．くじ用順位について 
 

「くじ用順位」とは、同価格者が機構に対して見積書を送信（ＦＡＸ）していただいた順に、 
「０：ゼロ」から順に付番させていただく番号となります。 

 

例） ・同価格者が２者の場合、見積書の送信順に「０:ゼロ」、「１」 

・同価格者が３者の場合、見積書の送信順に「０:ゼロ」、「１」、「２」 

 

４．具体的な決定方法について 例）

 ・同価格者が２者の場合 
 

見積業者 見積額 くじ用順位 くじ用数値 

○○工務店 ¥500,000-  123 

□□工業 ¥600,000-  999 

△△組 ¥500,000- 1 4 

 

 

 

例） ・同価格者が 3者の場合 

 

見積業者 見積額 くじ用順位 くじ用数値 

○○工務店 ¥500,000- 123 

□□工業 ¥600,000- 999 

△△組 ¥500,000- 1 4 

◎◎工業 ¥500,000- 2 1 

123+4+1=128 

 
128÷3 者=42  余り  

２ 

・余り「2」とくじ用順位「2」が合致する、 
◎◎工業  が契約の相手方となる。 

1 2 3 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

  
 

 
  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

  
 

 
  

 

 
 

 
  

 

  
 

 
  
工事完成、業務完了、納品 工事完成、業務完了、納品完了後 

に検査の上、支払 

業務実施 契約締結の相手方へ決定通知書 

の交付（ＦＡＸ又は電子メール） 

見積書提出 見積書の受理 

質問回答書の内容確認 ＨＰにおいて質問回答書の交付 

質問書の受理 

見積依頼書等の交付受領書の提 

出（ＦＡＸ又は電子メール） 

見積依頼書等の交付受領書の受 

理 

交付資料のダウンロード 
ＨＰにおいて見積依頼書、仕様書 

等の交付 

業者様 水資源機構 

質問書の提出 

（ＦＡＸ、電子メール、持参、郵送） 
※仕様書等に対する質問がある場 

合、又は物品購入の場合で同等品規 



 

 

オープンカウンター方式による見積手順 

 
豊川用水総合管理所より見積を依頼した件名について、見積依頼書及び仕様書等を豊川 

用水総合管理所ホームページ「オープンカウンター方式による調達情報」に掲載しておりま

す ので、見積参加希望の方は下記の【手順】により見積書の提出をお願いいたします。 

 
【手順】 

① 豊川用水総合管理所ホームページ「オープンカウンター方式による調達情報」に見

積 依頼内容を掲載しておりますので、依頼内容をご確認ください 

② 依頼内容を確認し、見  積合わせに参加希望される方は「見積依頼書等の交付受領書」 

 を提出してください。受領書の提出先は「見積依頼書３．４）提出先」の FAX 番号又 

 はメールアドレスにお願いします。 

③  見積依頼内容に質問がある場合は、見積依頼書に記載された提出期限までに FAX 又 

は電子メールのいずれかにより機構に提出してください。 

④  ③の質問について、質問書提出期限の翌日に豊川用水総合管理所ホームページに回 

答書を掲載しますので、その内容を確認し見積書を提出してください。 

⑤ 見積書は見積依頼書に記載された提出期限までに FAX 又は電子メールにより提出し 

 てください。 

⑥ 決定通知は契約締結の相手方のみ通知します。（FAX 又は電子メール） 

⑦ 辞退する場合、辞退届の提出は必要ありません。  

 
【オープンカウンター方式とは】 

○ オープンカウンターとは、工事、コンサルタント業務及び物品購入等の調達に係る

見積合わせにおいて、当管理所が相手方を特定せず、案件を公開し、見積参加希望者か 

 ら見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式です。 

○  詳細の内容は、豊川用水総合管理所ホームページ「豊川用水総合管理所におけるオ 

ープンカウンター実施説明書」及び「調達方法フロー」をご覧ください。 

【留意事項】 

○  見積書の提出は、別添「見積依頼書」に記載された提出期限までに、ＦＡＸ又は電 

子メールで送信してください。 

なお、送信先は「見積依頼書」の提出先に記載されたＦＡＸ番号又はメールアドレ 

スとします。また、送信後は、機構へ受信確認の電話連絡をしてください。 

○ 入札心得書等は次のホームページに掲載していますのでご利用ください。 

h ttps://www.water.go.jp 

 

【問い合わせ先】愛知県豊橋市今橋 8番地 

独立行政法人水資源機構豊川用水総合管理所 経理課 

TEL0532-54-6502 FAX0532-54-6517 メール nyukei_toyogawa@water.go.jp 

http://www.water.go.jp/
http://www.water.go.jp/
mailto:nyukei_toyogawa@water.go.jp
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